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Ⅰ．建退共電子申請と建設キャリアアップシステムのデータ連携について

2

■建退共電子申請とは
「電子申請方式」とは、これまでの「証紙貼付方式」と異なり、証紙に代わり退職金ポイント（電子掛金）

による掛金納付を可能とするものです。
退職金ポイントは、予め事業者が建退共の電子申請専用サイトでペイジーまたは口座振替により購入したう

えで、就労実績に応じて原則、月単位で掛金を納付するものです。
詳細は、建退共ホームページ 電子申請方式についてをご参照ください。

■建設キャリアアップシステムのデータ連携とは
・下請個別作業方式（２０２１年度より供用）
「下請個別作業方式」とは、個々の下請事業者が建設キャリアアップシステム（CCUS）に蓄積された就業

履歴をダウンロードし、就労実績報告作成ツール（就労ツール）を通じて上位事業者に就労実績を報告するこ
とで、最終的に元請事業者に就労実績が集約されますので、一括して建退共の掛金納付を可能とするものです。

・一括作業方式（２０２２年８月より供用）
「一括作業方式」（①元請一括作業方式・②一次下請一括作業方式）とは、下請個別作業方式における個々

の下請事業者の作業を元請事業者および一次事業者が一括して行うことにより、建退共の電子申請の一層の効
率化、利用促進を図ることを目的とした新しい仕組みです。本方式では、元請事業者または元請事業者と一次
事業者がCCUSより就業履歴等をダウンロードし、就労ツールを通じて作成した就労実績を活用して、建退共
の掛金納付を可能とするものです。

①元請一括作業方式
元請事業者が就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込する方法です。

②一次下請一括作業方式
各一次事業者が傘下の下請事業者の就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込

したデータを元請事業者に報告する方法です。



Ⅰ．建退共電子申請と建設キャリアアップシステムのデータ連携について

3

■一括作業方式の連携方法について
CCUSにログインし、建退共連携設定を行います。選択できる連携方法として、これまでの「手動連携」に

加えて「自動連携」が追加されました。（２０２５年９月より供用）
・手動連携:CCUSから一括して就業履歴データをダウンロードし、就労ツールに取込み、電子申請専用

サイトに手動で連携する方法です。
・自動連携:建退共の電子申請専用サイトに自動で連携されます。

※自動連携を選択した場合であっても手動で選択をした場合に作成される就業履歴データも
提供します。



Ⅱ．一括作業方式（手動連携）の手続概要①

手順2 現場・契約情報出力
現場契約情報CSVファイルをダウンロード

＜建退共関係手続＞

手順4 就労ツール工事情報ファイル作成
就労ツールで電子申請用の工事情報ファイルを
作成

＜CCUS関係手続＞

手順3 就労ツール現場・契約情報取込
元請事業者のPCに保存した現場契約情報CSV
ファイルを就労ツールに取込・内容確認

１．工事契約締結後の手続（元請一括作業方式・一次下請一括作業方式共通）
CCUSに一括作業方式現場として登録、建退共への現場契約情報の登録
※公共工事では、契約後40日以内(電子申請方式の場合)に発注者に掛金収納書の提出が義務付けられているため契約に応じた所定の退職金ポイントを事前に購入する必要があります。
なお、一括作業方式の場合、原則、元請事業者が退職金ポイントを事前に購入することを前提としています。
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元請事業者が、以下の手続を実施（手順0～5）

手順0 就労ツールダウンロード・初期設定
建退共ホームページで就労ツールをダウンロード
し、会社情報を登録
※一次下請一括作業方式の場合、各一次事業者も実施

手順5 工事情報ファイルアップロード
作成した工事情報ファイルを電子申請専用サイトへ
アップロード（現場契約情報の登録完了）

取込

手順０…P7
手順１…P10
手順２…P14
手順３…P16
手順４…P17
手順５…P18

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続

現場一覧
☑△△現場

●自動連携 ○手動連携
●元請一括 ○一次一括

手順1 建退共連携設定
CCUSにログインし、建退共連携設定（現場を選
択後、連携方法と出力方法の選択）



Ⅱ．一括作業方式（手動連携）の手続概要②

手順6 就業履歴情報等ダウンロード
CCUSにログインし、就業履歴情報等ファイルを
ダウンロード手順7 就労ツールへ就業履歴情報等取込

元請事業者のPCに就業履歴情報等ファイルを保
存し、就労ツールに取込の上、内容確認

手順9 就労実績ファイルのアップロード・
掛金充当

作成した就労実績ファイルを電子申請専用サイトへ
アップロード
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手順8 就労ツール就労実績ファイル作成
就労ツールから電子申請用の就労実績ファイル
を作成

取込

※毎月10日に就業履歴情報等ファイルが元請事業者のCCUS画面のダウンロードメニュー
に格納される。

就業履歴

建レコ
API認定システム

CCUS
ログイン

＜建退共関係手続＞ ＜CCUS関係手続＞

手順６…P20
手順７…P22
手順８…P27
手順９…P28

２-１．原則、毎月の手続（元請一括作業方式の場合）
CCUS就業履歴を活用した建退共へのデータ連携

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続元請事業者が、以下の手続を実施（手順6～9）

以上で、毎月の就労実績報告は完了です。
これにより、元請事業者が事前に購入した退職金ポイントが、
被共済者の掛金に充当されます。



手順6 就業履歴情報等ダウンロード
CCUSにログインし、就業履歴情報等ファイルを
ダウンロード

元請事業者

一次Ｂ建設

一次Ｃ建設

就業履歴

建レコ
API認定システム

CCUS
ログイン

Ⅱ．一括作業方式（手動連携）の手続概要③

手順7 就労ツールへ就業履歴情報等取込
各事業者のPCに就業履歴情報等ファイルを保存し、
就労ツールに取込の上、内容確認

手順9 就労実績ファイルアップロード・
掛金充当

作成した就労実績ファイルを電子申請専用サイトへ
アップロード
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手順7-2 就労実績ファイルの元請事業者提出
各一次事業者は就労ツールで就労実績ファイルを作
成
元請事業者にメール等で提出

取込

※毎月10日に就業履歴情報等ファイルが元請事業者と各一次事業者のCCUS画面のダウン
ロードメニューに格納される。
※元請事業者所属の技能者及び所属事業者不明の技能者の就業履歴がある場合、元請事業
者の就業履歴情報等ファイルに出力される。

手順8 就労ツール就労実績ファイル作成
就労ツールで電子申請用の就労実績ファイルを
作成

手順7-3 各一次事業者の就労実績ファイル取込
各一次事業者から報告された就労実績ファイルを就労
ツールへ取込

＜建退共関係手続＞ ＜CCUS関係手続＞

手順６…P20
手順７…P22
手順７－２…P25
手順７－３…P26
手順８…P27
手順９…P28

２-２．原則、毎月の手続（一次下請一括作業方式の場合）
CCUS就業履歴を活用した建退共へのデータ連携

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続元請事業者と各一次事業者が、以下の手続を実施（手順6～9）

以上で、毎月の就労実績報告は完了です。
これにより、元請事業者が事前に購入した退職金ポイントが、
被共済者の掛金に充当されます。



手順０ 就労ツールダウンロード・初期設定① （建退共関係手続）
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手順０は、事業者が初期登録として行う手続
建退共ホームページから就労ツールをダウンロードします。
Windows用のパソコン（Windows10以上）で使用してください。

ダウンロードを押下してください。



手順０ 就労ツールダウンロード・初期設定② （建退共関係手続）
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共済契約者番号を入力して、ダウンロードします。

ZIPファイルを解凍してください。



手順０ 就労ツールダウンロード・初期設定③ （建退共関係手続）
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①「元請・一次下請作業方式版を利用する」
を押下してください。

② 共済契約者番号・CCUS事業者ID、ならびに
＊の箇所を入力して「保存する」を押下して
ください。

利用方法の選択と会社情報登録をしてください。
自社の共済契約者番号や住所等、必要な情報を登録します。
CCUSとのデータ連携する場合は、CCUSの事業者IDも登録してください。

※一つの就労ツールで通常
版と一括版の両方の機能を
使うことはできません。
両方利用したい場合、就労
実績ツールを2つ用意する
事が必要です。また、一括
版を使う場合は、新規登録
から始める必要がある為、
既存データを引き継ぐこと
はできません。

一括作業方式の場合、
就業履歴等データを
取り込むためには、
支店(支社)コードを
「000」にする必要が
あります。



「840_建退共連携」を押下すると、「10_電子申請現場設定」
が表示されます。
事業者の事業者責任者、第一階層管理者、第二階層管理者、第三
階層管理者、現場管理者（管理者権限）が登録可能です。

元請一括作業方式・一次下請一括作業方式で建退共と連携する場合、本設定が必ず必要です。
建退共連携の現場設定は、元請事業者の事業者責任者、第一階層管理者、第二階層管理者、第三階層管
理者、現場管理者（管理者権限）の管理者が行います（現場設定担当者）。
一次下請一括作業方式を選択した場合、元請事業者は一次事業者に手順0．7等の作業が必要であるこ
とを（自動通知機能はありません）お知らせください。

手順１ 建退共連携設定① （ＣＣＵＳ関係手続）
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手順１～６は、工事契約締結後に行う手続

「登録」を押下してください。

「10_電子申請現場設定」を
押下してください。
電子申請現場設定画面が表示
されます。



検索条件を入力して「検索」を押下します。
検索条件を入力しないで検索することも可能です。
その場合、登録した現場で建退共連携を設定して
いない現場の情報が表示されます。
※現場契約情報の就業履歴蓄積期間_終了日を過
ぎた現場は表示されません。

建退共連携ください。
する現場を選択して

連携方法と出力方法を
選択して、「決定」を
押下してください。

連携方法で手動連携を利用するか自動連携を利用
するか選択してください。
※自動連携を選択した場合、手動連携で提供する
ファイルも提供します。
元請一括作業方式を利用するか一次下請一括作業
方式を利用するか選択してください。
※元請一括・一次一括どちらかの選択となります。

自社が元請事業者である全現場から、現場ID、現場名、現場事務所住所で検索した結果が、「現場
一覧」に表示されますので、建退共連携を設定する現場を選択したうえで、「元請一括」か「一次一
括」を選択してください。
現場IDで検索する場合、現場IDの入力誤りに注意してください。

手順１ 建退共連携設定② （ＣＣＵＳ関係手続）
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「はい」を押下してください。

建退共連携設定をした情報は、自動で削除され
ません。出力方法が誤っていたり変更したい場
合、「編集」を押下して変更するか、「削除」
を押下し、再度登録してください。
設定された現場を削除できるのは、元請事業者
の事業者責任者と現場設定担当者です。

手順１ 建退共連携設定③ （ＣＣＵＳ関係手続）
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登録が完了すると、電子申請現場設定の一覧に表示されます。
【出力方法を誤っていたり変更したい場合】
「編集」を押下して変更するか、「削除」を押下し、再度登録してください。
削除できるのは、元請事業者の事業者責任者と現場設定担当者です。



⦿個人表示を選択している場合、ログインした現
場設定担当者が設定した現場のみが表示されます。

⦿全件表示を選択している場合、ログインした
事業者が設定した全ての現場が表示されます。

連携方法／出力方法／現場IDで昇順で表示
されます。

建退共連携設定状況の確認
建退共連携の設定状況を確認したい場合には、「電子申請現場設定」の「個人表示」か「全件表示」で
確認してください。

手順１ 建退共連携設定 （参考） （ＣＣＵＳ関係手続）
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ファイル提供期間
手動連携のファイルは、連携設定翌月から就業履歴蓄積期間終了日翌月までです。
自動連携のファイルは、就業履歴蓄積期間開始日の翌月から就業履歴蓄積期間終了日翌月までです。



検索条件を入力して「検索」を押下します。
検索条件を入力しないで検索することも可能です。
その場合、登録した現場が全て情報に表示されます。

元請事業者が行う作業のため、
⦿自社が登録した現場
を選択します。

「60_自社に関する現場・就業履歴」
を押下してください。
現場の検索画面が表示されます。

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」
が表示されます。

該当現場を選択して
ください。

該当現場を選択した状態で、
「現場・契約」を押下して
ください。

就労ツールに登録する現場の現場・契約情報を出力します。

手順２ 現場・契約情報出力① （ＣＣＵＳ関係手続）
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登録内容を確認した上で、
「CSV出力」を押下して
ください。

登録内容を確認した上で、CSVデータを出力します。

手順２ 現場・契約情報出力② （ＣＣＵＳ関係手続）

ファイルを出力したら、就労ツールでの作業 15



②一括作業方式を使用する
場合、「現場IDを使う」を
押してください。

手順３ 就労ツール現場・契約情報取込 （建退共関係手続）
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④一括作業方式を使用す
る場合、締日を月末に設
定してください。

①手順２で出力したCSV
ファイルをドラッグ＆ド
ロップ又はファイル選択
してください。

⑤「取込実行」を押下し
てください。

CCUSから出力した現場・契約情報ファイルを就労ツールに取り込みます。

③工事期間の開始日は工
事契約日を設定してくだ
さい。終了日は空欄でも
結構です。

※一括作業方式の場合、工事情報の工事コードは
現場IDとイコールであることが必須となります。
必ず、②の手順により「現場IDを使う」を選択
し、現場・契約情報ファイルの取込をおこなって
ください。



手順４ 就労ツール工事情報ファイル作成 （建退共関係手続）

17ファイルを出力したら、電子申請専用サイトへ登録

①CCUSから取り込んだ
現場・契約情報ファイル
（工事情報ファイル）を
選択します。

②「フォルダ選択」でデスクトップ
などを選び、「作成する」を押下し
てください。

就労ツールに取り込んだCCUS現場・契約情報ファイルを、工事情報ファイルとして電子申請専用サ
イトへ登録します。



手順５ 工事情報ファイルアップロード① （建退共関係手続）
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就労ツールから出力した工事情報ファイルを電子申請専用サイトにアップロードします。
電子申請専用サイトは、インターネットでアクセスし、利用者IDとパスワードを入力することで利用
することができます。

電子申請専用サイトは、建退共
ホームページからアクセス可能で
す。



手順５ 工事情報ファイルアップロード② （建退共関係手続）
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就労ツールから出力した工事情報ファイルを電子申請サイトにアップロードします。

工事情報の登録が完了です。
発注機関に掛金収納書を提出する場合、工
事追加情報登録等を行います。詳しい操作
方法は、建退共ホームページに掲載してい
る「操作マニュアル」をご参照ください。

②「ファイルを選択する」を
押下又はドラッグ＆ドロップして、
工事情報ファイルを選択します。

③取込ファイル名に取込むファイル名
が表示されたら、「取込開始」を押下
してください。

①以下の順でタブを選択してください。
「旧就労実績ツール取込」

→「01.工事」
→「01.工事情報登録」



「910_ダウンロード」を押下すると、
「10_帳票ダウンロード」
が表示されます。

「10_帳票ダウンロード」を押下してください。
帳票ダウンロードは画面が表示されます。

毎月9日までにCCUSに登録された前月以前の就業履歴を現場毎に自動集計し、翌月10日に「帳票ダウ
ンロード」に格納されます。
建退共連携データ（就業履歴情報等）は元請一括作業方式を選択した場合、現場設定担当者に、一次下
請一括作業方式を選択した場合、元請事業者では現場設定担当者に、一次事業者では事業者責任者に格
納されます。
CCUSの就業履歴を電子申請に活用するためには、建退共で入力必須としている共済契約者番号、被共
済者番号等をCCUSに登録している必要があります。事前に登録情報を確認してください。
※共済契約者番号、被共済者番号の登録有無の確認方法はP32．33をご参照ください。

手順６ 就業履歴情報等ダウンロード① （ＣＣＵＳ関係手続）

20

手順６～９は、原則、毎月行う作業



就労ツールに連携する現場の操作の
「ダウンロード」を押下してください。
ダウンロードすると、ダウンロード実行日時
とダウンロード実行回数が更新されます。

ファイル名
KENTAIKYO_●●_現場ID_出力対象年月_帳票作成完了日時.zip
●●は出力方法によって異なります。
元請一括の場合、00
一次一括の場合、元請事業者は99、一次事業者は01
となります。
ファイルは、現場単位に作成されます。

帳票名:指定した出力方法が表示
されます。
帳票出力条件:現場ID・現場名・
元請事業者ID・元請事業者名
が表示されます。

建退共に連携する現場の「帳票をダウンロード」します。
ダウンロードファイルはZIPファイルになっています。ダウンロードしたファイルを就労ツールに取込
みます。ファイルは「就業履歴蓄積期間（終了日）」の翌月まで作成されます。
帳票が格納されてからダウンロードできる期間は、180日間です。
一度、削除した帳票を再度ダウンロードすることはできません。

ファイルを出力したら、就労ツールでの作業

手順６ 就業履歴情報等ダウンロード② （ＣＣＵＳ関係手続）

21



手順７ 就労ツールへ就業履歴情報等取込① （建退共関係手続）

22

①元請事業者が
ファイル取込する
場合は「元請用」
一次下請事業者が
ファイル取込する
場合は「一次下請
用」を使用します。

CCUSからダウンロードした就業履歴等データを就労ツールへ取込みます。

②CCUSから出力された就業
履歴情報等ファイルを選択し
ます。

③「内容確認」を押下します。

④確認結果がすべてOKである
ことを確認します。

※手順3で登録した工事契約日とCCUSに登録している契約工期開始日
（契約情報の登録がない場合は就業履歴蓄積期間開始日）が異なる場
合、登録した工事開始日はCCUSの契約工期開始日に上書きされます。

※CCUSでは、1つの現場
において複数の契約を１つ
の現場IDに登録することは
可能ですが、その場合、就
労ツールでは、「主たる契
約」とした１つの契約しか
連携できません。そのため、
就労ツールに複数の契約情
報を登録する場合は、まず
はCCUS画面上で契約数に
応じた現場登録をしてくだ
さい。



手順７ 就労ツールへ就業履歴情報等取込② （建退共関係手続）
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⑤フォルダ選択を押して、取込結果
レポート保存先をデスクトップ等に
設定します。

⑥「取込実行」を押
下します。

取込結果が保存されます。

⑦デスクトップ等に取込結果
レポートがZIP形式で出力さ
れます。
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他社編集可能にチェックを入れることで、自社
以外の技能者の就労実績を修正できます。

手順７ 就労ツールへ就業履歴情報等取込 （参考） （建退共関係手続）

就業履歴情報の確認（参考）
就労ツールへ就業履歴情報等の取込を行った際、登録された就労実績の確認をする場合、以下の方法で
確認可能です。

(2)選択 を押下し、該当工事へ工事名を切り替えます。



手順７－２ 就労実績ファイルの元請事業者提出 （建退共関係手続）
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一次下請事業者は就労実績ファイル
出力を行います。

一次下請一括作業方式の場合、一次事業者はファイル取込後、元請事業者に就労実績ファイルを提出し
ます。

ファイルの保存先を選択して、「作
成する」を押下してください。

手順７－２は、一次事業者が行う手続

(2)選択 を押下し、該当工事へ工事名を切り替えます。



手順７－３ 各一次事業者の就労実績ファイル取込 （建退共関係手続）

26

元請事業者は各一次事業者から提出された就労実績ファイルを取込みます。

一次下請事業者から提出された就労
実績ファイルを選択します。

「内容確認」を押下してください。
ファイル内容を確認した上で「取込
実行」を押下してください。

一次下請事業者から提出された就労
実績ファイルを取込みます。

手順７－３は、元請事業者が行う手続



手順８ 就労ツール就労実績ファイル作成 （建退共関係手続）

27

就労ツールに取り込んだ就業履歴情報等ファイルを、就労実績ファイルとして電子申請専用サイトへ
登録します。

ファイルを出力したら、電子申請専用サイトへ登録

①CCUSから取り込んだ就
業履歴等ファイル（就労実
績ファイル）の工事情報を
選択します。

②「フォルダ選択」でデスクトップ
などを選び、「作成する」を押下し
てください。



手順９ 就労実績ファイルアップロード・掛金充当① （建退共関係手続）

28

就労ツールから出力した就労実績ファイルを電子申請専用サイトにアップロードし、掛金充当の申請を
行います。

② 「ファイルを選択する」
ボタンを押下又はドラッグ
＆ドロップして、就労実績
ファイルを選択します。

③取込ファイル名に取込むファイル名
が表示されたら、「取込開始」を押下
してください。

①以下の順でタブを選択してください。
「旧就労実績ツール取込」

→「02.就労報告」
→「01.就労充当申請」

④内容を確認のうえ
「申請する」を押下してください。

② 「ファイルを選択する」を
押下又はドラッグ＆ドロップして、
就労実績ファイルを選択します。



手順９ 就労実績ファイルアップロード・掛金充当② （建退共関係手続）

29

申請した掛金充当の内容を確認し、掛金充当の承認を行います。

①以下の順でタブを選択してください。
「掛金充当」

→「02.申請状況の確認」
→「01.申請手続き状況を確認する」

③申請した掛金充当の内容を確認できます。

⑤「承認」を押下してください。

②「表示」を押下してください。

④掛金充当を承認する項目を
選択してください。

掛金充当は完了です



エラーが発生した場合

30

取り込みを行った際にファイルの内容によってはエラーが発生することがあります。エラーの発生する
タイミングやメッセージで対応方法が変わります。以下は主なエラーメッセージです。その他のエラー
については、マニュアル就労実績報告作成ツール 一括ファイル取込をご参照ください。

メッセージ 内容 対応方法
指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではあ
りません。
（ファイル内容無し）

・空ファイルとなっている。 ダウンロードしたファイルが間
違っていないか確認してください。

指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではあ
りません。
（行頭ラベル相違）

・ファイルの構造が間違っている。 ダウンロードファイルの文字コー
ドを変換せずに保存して使用して
ください。

指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではあ
りません。
（ファイルヘッダー情報無し）

・ファイル内のヘッダー情報がない。 ダウンロードしたファイルが間
違っていないか確認してください。

指定されたファイルはCCUS元請用ファイルではありません。
一次下請としてダウンロードしたファイルの場合、一次下請用
ファイル取込機能を使用してください。

・一次下請一括用ファイルを元請一括
ファイル取込画面で取り込もうとして
いる。

一次下請一括ファイル取込画面で
取込を行ってください。

指定されたファイルはCCUS一次下請用ファイルではありません。
元請としてダウンロードしたファイルの場合、元請用ファイル
取込機能を使用してください。

・元請一括用ファイルを一次下請一括
ファイル取込画面で取り込もうとして
いる。

元請一括ファイル取込画面で取込
を行ってください。

ファイルのバージョンが本アプリケーションの登録と異なりま
す。

・ファイルのバージョンが就労実績報
告作成ツールに取り込めないバージョ
ンになっている。

最新バージョンの就労実績報告作
成ツールで取込を行ってください。

ファイル作成日時が不正です。 ・ファイルの作成日時が正しくない。 ダウンロードしたファイルを編集
せず、取込してください。



エラーが発生した場合

31

取り込みを行った際にファイルの内容によってはエラーが発生することがあります。エラーの発生する
タイミングやメッセージで対応方法が変わります。以下は主なエラーメッセージです。その他のエラー
については、マニュアル就労実績報告作成ツール 一括ファイル取込をご参照ください。

NE4003 雇用会社が建退共未加入 雇用会社が建退共未加入会社と
なっている。

建退共に加入しているがCCUSに登録していない場合、
登録内容変更申請していただく必要があります。登録情
報変更後の翌月から反映されます。なお、建退共未加入
会社の就業履歴は取り込めません。

NE4020 被共済者番号が不正 被共済者番号が間違っている。 CCUSに登録している技能者情報に誤りもしくは登録が
ありません。建退共に加入している場合、登録情報を変
更いただく必要があります。登録情報変更後の翌月から
反映されます。

NE4026 事業者情報に存在しない雇
用事業者ID

事業者情報に存在しない雇用会社を
使用した就業履歴がある。

CCUSに登録している就業履歴に雇用事業者IDの登録が
ないため、取込できません。

NE4100 遡及データにつき調整数と
して処理済み

遡及データを当月の調整数に登録し
た。(エラーではない)

エラーではありませんので対応は不要です。



（参考） 共済契約者番号登録有無の確認方法
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「60_自社に関する現場・就業履歴」
を押下してください。
現場の検索画面が表示されます。

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」
が表示されます。

該当現場を選択して
ください。

該当現場を選択した状態で、
「下位事業者一覧」を押下
してください。

CSVもしくは帳票で確認す
ることも可能です。

登録の有無を確認可能です。

CCUSに共済契約者番号を登録していない場合、就労ツールへ就業履歴情報等の取込を行う際に共済契
約者番号もしくは法人番号の入力が必要になります。
CCUSで共済契約者番号の登録有無を確認する場合、以下の方法で確認可能です。



33

（参考） 被共済者番号登録有無の確認方法

「60_自社に関する現場・就業履歴」
を押下してください。
現場の検索画面が表示されます。

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」
が表示されます。

該当現場を選択して
ください。

該当現場を選択した状態で、
「就業履歴（月別カレンダー」
を押下してください。

CCUSに被共済者番号を登録していない場合、就労ツールに就業履歴情報等の取込ができません。
CCUSで被共済者番号の登録有無を確認する場合、以下の方法で確認可能です。
※就業履歴の登録がある技能者のみ確認可能です。

CSVで被共済者番号を確認
することも可能です。

登録の有無を確認可能です。



改訂履歴
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版数 発行日 改訂内容
1.0版 2022年7月29日 初版発行

1.1版 2022年12月8日 注意事項の追加、エラーが発生した場合の内容を追加

1.2版 2023年5月10日 ファイル提供日、集計対象になる就業履歴の変更に伴う修正

1.3版 2023年6月20日 ツール操作イメージ画面の修正、取込注意事項ならびに文言の一部修正

1.4版 2025年9月12日 連携方法「自動連携」の追加、電子申請専用サイト更改に伴う修正

1.5版 2025年10月10日 データ連携に関する文言の一部修正


